
内部公益通報の処理フロー図 

 

 
 

職員等 
内部公益通報窓口 被通報者の所属部長等 

是正権限のある部長等 内部公益通報対応業務従事者 内部公益通報総括責任者 
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通報 〇必要な事項を確認 

〇通報者への説明 

・不利益取扱はないこと 

・秘密は保持されること 

・個人情報が保護されること 

・受付後の手続の流れ 

通報対象事実を覚知 

公益通報者保護法第２

条第３項に規定する通

報対象事実 

通報への適切な対応の確保 

・公益通報従事者の指定 

・要綱の整備、制度周知 

・問い合わせの対応 

・通報状況に関する情報公開 

・定期的な評価及び点検 

 

※情報提供として取り扱う 

・法第２条第３項に非該当 

・通報者が職員等ではない 

※受付対象外 

・通報内容が著しく不分明 

・事実でないことが明白 

・誹謗中傷 

 

 

 
 

調査の必要性の検討 
受理不受理の決定 

※必要に応じて受理不受理の検討

結果を市長に報告 

 

 

不受理 

受理 

・不受理する旨 

・理由 

 

・受理する旨 

・着手時期 

・必要期間 

 

調査の実施 

・秘密保護及び個人情

報保護の徹底 

・通報者等との面談、

電話、電子メール 

進捗状況報告 

（必要応じて） 

 

・他部署、外部との協力関係構築 

・利益相反関係の確認 

・調査の適切な管理 

・調査結果 

・対応方針案 

 

市長

報告 

 

 法令違反あり 

・調査結果 

・法令違反の有無 

・対応方針 

 

市長 

是正措置の結果  

是正措置 
再発防止 
実施 

状況確認（適宜） 

指示 

報告 
通報者 

通報者 

通報者 

通報者 

通報者 

通報者 

※市長、副市長に関する

通報の場合、独立性を確

保するため、監査委員事

務局を通報窓口とし、監

査委員（内部公益通報総

括責任者）が対応する。 

 


